
１　総括

B

（注）

給与費については、任期付短時間勤務職員（再任用職員（短時間勤務職員））の給与費が含まれており、職員数には当該職員を含んでいない。

（注）

＊平成31年4月1日のラスパイレス指数が、100を超えている理由及び改善の見込みについて

１）月例給

２）特別給（期末・勤勉手当）

Ａ Ｂ

区分

人事委員会の勧告

Ａ
区分

民間給与

　計A 給料

（３）ラスパイレス指数の状況　（各年度４月１日現在）

7,009,693千円

較差

（参考）

（参考）特別区平均
一人当たり給与費

公務員給与

21,948,025千円

（１）人件費の状況（普通会計決算）

B/Ａ
歳出額 実質収支住民基本台帳人口

30年度 289,573人 1,997,855千円

6,830千円

19.0%17.1%128,291,847千円

１.ラスパイレス指数とは、全地方公共団体の一般行政職の給料月額を同一の基準で比較するため、国の職員数（構成）を用いて、学歴や
経験年数の差による影響を補正し、国の行政職俸給表（一）適用職員の俸給月額を100として計算した指数。
２　（）書きの数値は、地域手当補正後ラスパイレス指数を指す。地域手当補正後ラスパイレス指数とは、地域手当を加味した地域にお
ける国家公務員と地方公務員の給与水準を比較するため、地域手当の支給率を用いて補正したラスパイレス指数。
（補正前のラスパイレス指数×（１＋当該団体の地域手当支給率）／（１＋国の指定基準に基づく地域手当支給率）により算出。）
３　類似団体平均とは、人口規模、産業構造が類似している団体のラスパイレス指数を単純平均したものである。

3,305,611千円

職員数は、平成３０年４月１日現在の人数である。

30年度

（参考）
29年度の人件費率

人件費率人件費
B（30年度末）

（２）職員給与費の状況（普通会計決算）

期末・勤勉手当

383,189円

民間の支給
割合

（参考）

月0.15

（参考）一人当たり

△0.58％△2,235円

（改定月数）

職員手当

国の改定率

区分
職員数

勧告 給与改定率

給　　　与　　　費
給与費 B/Ａ

6,945千円

区分 年間支給月数

１．「民間の支給割合」は民間事業所で支払われた賞与等の特別給の年間支給割合、「公務員の支給月数」は期末手当

較差

4.50 0.15　月

Ａ-Ｂ

（４）給与改定の状況

１.「民間給与」、「公務員給与」は、人事委員会勧告において公民の４月分の給与額をラスパイレス比較した平均給与月額である。

0.09%

2,588,137千円

人事委員会の勧告

△0.58%

（注）
及び勤勉手当の年間支給月数である。

国の年間
支給月数

元年度

1,858人

職員手当には退職手当を含まない。
２．

Ｂ Ａ-Ｂ （改定率）

12,903,441千円

（△0.58％）
（注）

公務員の
支給月数

勧告

4.50 月4.65 月 

３．

１.

元年度 4.65

385,424円

Ａ

Ｈ28
98.5 

（99.4）

Ｈ28
99.4 

Ｈ28
99.1 

Ｈ29
99.4 

（98.5）

Ｈ29
99.6 

Ｈ29
99.1 

Ｈ30
99.4 

（99.4）

Ｈ30
100.1 Ｈ30

99.1 

R1
99.0 

（99.4）

R1
99.8 R1

98.9 

90.0

95.0

100.0

105.0

110.0

豊島区 特別区平均 全国市平均
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①給料表の見直し

[　実施　　未実施　]

（給料表の改定実施時期）　平成27年4月1日

②地域手当の見直し

（支給割合）　　国基準２０％と同様に豊島区においても２０％を支給します。

（実施時期）　

（参考）

③その他の見直し内容

管理職員特別勤務手当及び単身赴任手当について、国と同様に見直しを実施しました。(平成27年4月1日実施）

平成28年度の支給
割合

平成29年度の支給
割合

平成30年度の支給
割合

18%

20%

20%

20%

20%

20%

20%

20%

平成27年度の支給
割合

豊島区の支給割合

（５）給与制度の総合的見直しの実施状況について

【概要】　国の給与制度の総合的見直しにおいては、俸給表の水準の平均２％の引き下げ及び地域手当の支給
割合の見直し等に取り組むとされています。

特別区人事委員会勧告に基づき、地域手当の支給割合を１８％から２０％に引き上げることと合
わせて、一般行政職の給料表については平均約１．７％引下げる改定を行いました。
　なお、国の初任給との均衡や人材確保の観点から、Ⅰ類初任給までの号給等については引下げ
を行わないこととし、初任給付近の号給等は引下げを緩和しました。
　他の給料表については、一般行政職の給料表との均衡を考慮し同様の見直しを行いました。

平成27年4月1日より実施

（内容）

国基準による支給割合
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２　職員の平均給与月額、初任給等の状況

※民間データは、賃金構造基本統計調査において公表されているデータを使用している。（平成２８～３０年の３ヶ年平均）

※年収ベースの「公務員（C）」及び「民間（D）」のデータは、それぞれ平均給与月額を１２倍したものに、公務員においては前年度に支給され

２.

－

平均
給料月額

平均
給与月額(Ａ)

375,735円 － － － －

291,617円 393,246円

区分
公務員 民間 参考

平均年齢 職員数

30人

2,553人

平均
給与月額
(国ﾍﾞｰｽ)

対応する民
間の類似職

種

361,139円

うち清掃職員

－ －－

－特別区

豊島区

－

国

211,600円 1.78

311,133円 441,051円

区分
Ｃ／Ｄ

うち清掃職員 6,533,472円

豊島区 36.9歳

1.92

東京都 337,408円

うち用務員 5,525,500円

３.

4,102,900円

区分

2,883,400円

平均年齢
平均

給与月額
(Ｂ)

Ａ／Ｂ

豊島区 53.6歳

52.3歳 －

50.7歳 328,326円

東京都 49.9歳 1,380人

－ －

公務員
(Ｃ)

民間
(Ｄ)

－ －

40.2歳

1.59

※技能労務職の職種と民間の職種等の比較にあたり、年齢、業務内容、雇用形態等の点において完全に一致しているものではない。

　た期末・勤勉手当、民間においては前年に支給された年間賞与の額を加えた試算値である。
※令和元年の特別区人事委員会勧告前の状況である。

３）教育職（幼稚園）

参考
年収ﾍﾞｰｽ(試算値) の比較

282人 299,782円 405,352円 369,979円 － －

平均年齢 平均給料月額 平均給与月額

「平均給料月額」とは、平成３１年４月１日現在における各職種ごとの職員の基本給の平均である。
２. 「平均給与月額」とは、給料月額と毎月支払われる扶養手当、地域手当、住居手当、超過勤務手当などのすべての諸手

当の額を合計したものであり、地方公務員給与実態調査において明らかにされているものである。
また、「平均給与月額（国比較ベース）」は、比較のため、国家公務員と同じベース（＝超過勤務手当等を除いたも
の）で算出している。

165人 305,000円

410,940円329,845円

382,618円

区分 平均年齢 平均給与月額

東京都

43.5歳

平均給料月額
平均給与月額

（国比較ベース）

56.2歳

431,400円

国

94人 309,100円 296,600円

-

458,756円 382,654円
廃棄物処理
業従業員

45.9歳

298,600円 376,450円

平成３１年４月１日現在

うち用務員

２）技能労務職

55.6歳

393,815円

52.4歳

363,573円

1.55

41.7歳 314,459円 448,732円 395,986円

特別区 40.8歳 304,486円 427,789円

（注）１.

― － －286,817円

「平均給料月額」とは、平成３１年４月１日現在における各職種ごとの職員の基本給の平均である。

425,405円

用務員

豊島区 42.0歳 312,400円

１.（注）

436,727円

特別区 36.9歳 317,758円 425,857円

令和元年の特別区人事委員会勧告前の状況である。

「平均給与月額」とは、給料月額と毎月支払われる扶養手当、地域手当、住居手当、超過勤務手当などのすべて
の諸手当の額を合計したものであり、地方公務員給与実態調査において明らかにされているものである。

３. 令和元年の特別区人事委員会勧告前の状況である。

（1）職員の平均年齢、平均給料月額及び平均給与月額の状況（平成３１年４月１日現在）
１）一般行政職
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区分

Ⅲ類

325,150円

Ⅰ類Ｂ 183,700円

338,756円

高校卒

142,500円

総合職：185,200円

（注）　令和元年の特別区人事委員会勧告前の状況である。

371,192円 395,303円

一般行政職

高校卒

一般職：148,600円

該当者なし 該当者なし大学卒 該当者なし 該当者なし

大学卒

豊島区

技能労務職

国

一般職：180,700円

該当者なし

147,100円

（３）職員の経験年数別・学歴別平均給料月額の状況（平成３１年４月１日現在）

145,600円

349,388円

東京都

区分

（注）

該当者なし

292,756円高校卒 該当者なし 296,900円 308,860円

教育職

一般行政職

270,838円

（注）　令和元年の特別区人事委員会勧告前の状況である。

技能労務職

該当者なし

225,850円

該当者なし

－

361,038円

経験年数10年 経験年数20年 経験年数25年 経験年数30年

Ⅰ類

143,000円

183,700円

（２）職員の初任給の状況（平成３１年４月１日現在）
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３　一般行政職の級別職員数等の状況

（注）

(2) 国との給料表カーブ比較表（行政職（一））（平成３１年４月１日現在）

構成比

358,400円

上記の職務の級に
属さない職員

2級

１号給の
給料月額

370,300円

285,000円

1級

２.

142,500円

１. 豊島区の給与条例に基づく給料表の級区分による職員数である。

3級 217人

区分

53人

係長

2.1%

4.6%

5.3%

18.8%

515,500円

455,000円

429,200円

407,300円

最高号給の
給料月額

324,800円

405人

標準的な職務内容とは、それぞれの級に該当する代表的な職務である。

課長補佐

３. 令和元年の特別区人事委員会勧告前の状況である。

4級 61人

395人

227,300円

24人

35.1%

34.2%

部長

課長

254,200円

197,100円

職員数

（１）一般行政職の級別職員数及び給料表の状況（平成３１年４月１日現在）

6級

5級

主任

標準的な職務内容

1級 34.2 
1級 38.7 

1級 6.5 

2級
35.1 

2級
30.9 

2級
17.8 

3級
18.8 

3級
18.3 

3級
38.5 

4級 5.3 
4級
5.2 

4級
22.9 

5級 4.6 5級 4.8 

5級 6.7 

6級 2.1 
6級 2.1 

6級 4.5 
7級 1.0 8級, 2.1 

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

100%

平成31年の構成比 1年前の構成比 5年前の構成比
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（注）

４　職員の手当の状況

（30年度支給割合） （30年度支給割合）

期末手当 期末手当 勤勉手当 期末手当 勤勉手当

（1.45）月分 （0.95）月分 （1.45）月分

（加算措置の状況） （加算措置の状況）

職務段階別加算  5～20% 職務段階別加算  3～20% 職務段階別加算  5～20%

管理職加算 15～20% 管理職加算 15～25% 管理職加算 10～25%

（注）行政系人事制度改正による新職層の反映前である。

「昇給区分Ａ」又は「昇給区分Ｂ」の職員は、「標準」の職員と比べて１、２号拡大された昇給幅が付与されています。

職制上の段階、職務の級等による加算措置

2

9850/10000 (係長級)

係長級
 150/10000

主任
 100/10000

1・2級職
50/10000

（　主任　）

（技能主任以上）

（　主任　）

（技能主任以上）

2.60月分

最上位

9750/10000

（　主任　）

管理職員以外の成績率

9450/10000

加重値

職制上の段階、職務の級等による加算措置

最上位

最下位 9500/10000

－

30年度

1,973人

豊島区

588人

上　位

（１）期末手当・勤勉手当

10000/10000

9600/10000 (係長級)

9350/10000 (係長級)

Ａ

基準で定める算出方法によりそ
の都度決定

管理職員の成績率

一律拠出割合

比率

勤務成績割合

（注）

上　位

成績率

1,970人

東京都

成績段階

区分

国

Ｂ/Ａ
27.8%

547人
昇給区分Ａ（６号昇給）・
昇給区分Ｂ（５号昇給）により昇給した
職員数 　　　　　　 　　 　　 　    Ｂ

400/10000 9600/1000010000/10000

9100/10000下　位

2.00月分

2

1

1人当たり平均支給額（30年度）

1,726千円

（0.87）月分   （1.45）月分    

加重値

9650/10000

1.85月分1.90月分

（0.9）月分    

勤務成績割合から一律拠出割合を減じた率

9950/10000

職員数

下　位 9700/10000

9500/10000

（30年度支給割合）

勤勉手当

（加算措置の状況）

職制上の段階、職務の級等による加算措置

2.60月分

29年度
全職種

（　）内は、再任用職員に係る支給割合である。

成績段階

9400/10000

一律拠出割合

2.60月分

－

29.8%

成績率

中　位

9900/10000

最下位

1
勤務成績割合から一律拠出割合を減じた率

勤務成績割合

基準で定める算出方法
によりその都度決定

8600/100009000/10000

（技能主任以上）

（係員）

（係員）

（係員）

【参考】勤勉手当への勤務実績の反映状況（一般行政職）

中　位

（３）　昇給への勤務成績の反映状況
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その他の加算措置 その他の加算措置
早期退職者割増制度 定年前早期退職特例措置
（50歳以上かつ勤続25年以上　年2%加算） （年3%加算）

国の制度（支給率）

支給職員1人当たり平均支給年額（３０年度決算）

勤続20年

39.75月分

24,722千円

126,135円

10.5%

豊島区

47.70月分

勤続25年

感染症対策業務従事手当

感染症患者等接触業務（2類）

0千円

12千円

503,481千円

517,440千円

（２）退職手当（平成３１年４月１日現在）

254千円

755,081円

3

左記職員に
対する支給単価

日額　700円

日額　370円

日額　370円

退職手当の１人当たり平均支給額は、平成３０年度に退職した職員に支給された平均額である。

最高限度額
47.70月分

職員1人当たり平均支給年額（３０年度決算）

母子等相談業務

1人当たり平均支給額

感染症患者等接触業務
（1類・指定・新感染症）

20.0%

主な支給対象職員

（３）地域手当（平成３１年４月１日現在）

職員1人当たり平均支給年額（２９年度決算）

職員全体に占める手当支給職員の割合（３０年度）

20.0%

支給職員1人当たり平均支給年額（３０年度決算）

47.7090月分

勧奨・定年

国

20,935千円

18.00月分

ごみ収集運搬等業務従事手当

支給実績（３０年度決算）

340千円

保健所に勤務する職員

24.5869月分
33.2708月分

支給対象職員数

2,101人

3,435千円

支給実績
（３０年度決算）

勤続35年 39.7575月分
32.95月分勤続25年

勧奨・定年(支給率) 自己都合

日額　650円

日額　260円

47.7090月分
47.7090月分

28.0395月分

支給実績（２９年度決算）

最高限度額

支給実績（３０年度決算） 1,586,425千円

勤続35年

（注）

手当の種類（手当数）

支給率

24.55月分 勤続20年
自己都合

19.6695月分

手当の名称

生活保護等家庭訪問・面接業務

廃棄物の処理を直接行う業務及び
これに密接に関連する業務

（５）超過勤務手当

支給対象地域

(支給率)

9,368千円

247千円

28.00月分
39.75月分

（４）特殊勤務手当（平成３１年４月１日現在）

豊島区

主な支給対象業務

清掃事務所に勤務する職
員

福祉事務所等に勤務する
職員

15,002千円

支給実績（３０年度決算）

福祉訪問等業務従事手当
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41,900円 ～142,400円

休日において正規の勤務時
間中に勤務した場合

異なる

正規の勤務時間として午後
10時から翌日午前5時までの
間に勤務した職員

職務の級に応じ

支給職員1人当たり
平均支給年額

（３０年度決算）

3,011,267円

0円

158,805円

1,185,226円

135,414円

25,090円

149,140円

191,012円

187,728円

異なる

5,500円

8,800円

10,000円

支給額

年末
年始

5時間以上

子

基礎額30,000円

職員の住居から配偶者の住
居までの距離の長さに応じ
6,000円～14,000円を加算

基礎額、距離、加算額

6,500円

3,927千円

異なる

時間単価×25/100×
勤務時間数

5,000円

5時間以上

時間単価の算出方法

通常
の日

支給期間に応じ

管理又は監督の地位にある
職員

宿
日
直
手
当

正規の勤務時間外に発生す
る災害等に対する警戒態勢
を確保し、災害対策の円滑
な遂行を図るために行う宿
直勤務及び日直勤務に従事
した職員

4,000円

配偶者等が借家(間)に居住
する単身赴任手当受給職員

初
任
給
調
整
手
当

住
居
手
当

区分
国の制度と異なる内容
（内容及び支給単価）

管
理
職

手
当

休
日
給

異なる

5時間未満

201千円

9,000円

満16歳年度の初め～満22歳
年度末までの子に係る加算

夜
勤
手
当

公署を異にする異動等に伴
う転居のため、配偶者と別
居し単身で生活することを
常況とする職員

通
勤
手
当

配偶者

同じ

自らが居住するための住居
を借り受け、月額27,000円
以上の家賃を支払っている
世帯主等である職員

国の制度
との異同

6,000円

医療職給料表（一）の職務
にある職員

123,263千円

異なる

118,000円～ 268,500円

単
身
赴
任
手
当

117,663千円

55,000円

0千円

43,399千円
時間単価×135/100×
勤務時間数

異なる 時間単価の算出方法

4,400円

73,589千円

9,033千円

286,484千円

5時間未満

支給額

異なる

11,000円

支給対象、期間、支給額

異なる

扶
養
手
当

内容及び支給単価

（６）その他の手当（平成３１年４月１日現在）

27,000円
（最高）

13,500円
（最高）

支給対象

支給限度額

支給実績
　（３０年度決算）

父母等 6,000円 6,500円
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５　特別職の報酬等の状況（平成３１年４月１日現在）

（３０年度支給割合）

3.95月分

3.85月分

（３０年度支給割合）

3.90月分

議長

974,800円×在職年数×4.5

828,600円

任期ごと

778,200円 813,300円/756,100円

888,300円

副議長

17,546,400円

10,274,640円

任期ごと

974,800円

区長

副区長

（支給時期）(算定方式）退
職
手
当

区分 給料月額等

（参考）特別区における最高/最低額
給
料

期
末
手
当

区長

副区長

副区長

（注）退職手当の「１期の手当額」は、４月１日現在の給料月額及び支給率に基づき、１期（４年＝48月）勤めた場合における退職手当の見込額である。

（１期の手当額）

報
酬

1,014,800円/828,600円

622,000円/589,000円

議員

議員

1,256,500円/974,800円

956,000円/861,200円

副議長

828,600円×在職年数×3.1

議長

区長

602,100円
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６　職員数の状況

（注）

人 人

年度
部門別

各年における定員管理調査において報告した部門別職員数。

計

職員数　　　　　　　　　　　区分
部門

134

　　　

（１）部門別職員数の状況と主な増減理由

＜参考＞
人口１万人当たり職員数71.14人

1,982 1,992

1,747

▲ 6 （▲23.8%）

12 （▲3.7%）

7 （▲4.5%）

19 （▲3.8%）

1,985

～ ～ ～

246

1

事務強化

372

[0]

～

0

以上

[2,053]

1,738

11

0

27

～

18

9
＜参考＞
人口１万人当たり職員数62.39人

△ 1

13

令和元年

総務

1労働

一
般
行
政
部
門

217

税務

13

1

衛生

執行体制の見直し

247

60歳

51歳

土木

議会

商工

△ 9

6

事務強化

普
通
会
計
部
門

民生 執行体制の見直し

208

＜参考＞
人口１万人当たり職員数67.21人

1

1 0

執行体制の見直し

事務強化26

対前年
増減数

主な増減理由

59歳

36歳 40歳20歳

31歳

～

合計

79

801

361

平成３０年

795

56歳

10

未満 27歳

執行体制の見直し

（３）職員数の推移

3 72 191 232 124 120 132 182 259

人 人 人 人 人

1,872

教育部門

公営企業等会計

135

1,882

24歳 28歳 32歳

110

人 人 人 人
39歳

27年 28年 29年

1,992総合計 1,973 1,970 1,971

1,866

108

1,729 1,726 1,727

141

103 106 105

1,736

教育

一般行政

公営企業等会計 計

134 135

26年

～ ～

１.

２. [　　]内は、条例定数の合計である。

（２）年齢別職員構成の状況（平成３１年４月１日現在）

～
48歳 52歳

（注）

1,738

138 139

普通会計　計 1,870 1,864

110

1,871 1,872

110

事務強化

[2,053]

110

1,882

135

1,747

元年30年
過去5年間の
増減数（率）

人

（▲1.7%）

79

35歳
区分

職員数は一般職に属する職員数である。

1,979 1,982

23歳 47歳43歳 55歳

（各年度４月１日現在）

10

小計

78

計

職員数
294 297

人

44歳
～

20歳

0%

5%

10%

15%

20%

25%

30%

35%

20歳未満 20～23 24～27 28～31 32～35 36～39 40～43 44～47 48～51 52～55 56～59 60歳以上

構成比

5年前の構成比
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